
会 議 録 

 

会議の名称 令和４年度所沢市自立支援協議会 第１回定例会 

開催日時 令和４年５月１７日（火） 

開催場所 こどもと福祉の未来館 多目的室１・２号 

出席者の氏名 

会 長  梅本 晶絵 

委 員  野崎 裕子、会田 孝行、櫻場 敬子、 

青木 咲奈枝、大門 竜司、栗原 理枝子、 

小野 友佳、勝又 香、岩田 無為、長野 由季 

宮武 奈津、古川 理代、駒井 美奈子、 

鈴木 恭子、仲 重夫、小内 正秋、松本 弘、 

田邊 純子、鈴木 浩司 

オブザーバー 後呂 由紀子、住田 雄都 

欠席者の氏名 
綾部 美由紀、豊田 淳一、田島 誠、横須賀 邦子、 

古谷野 恒男 

議事 

(１)令和３年度所沢市相談支援事業委託事業所の事業報告に 

ついて 

(２)令和３年度各部会活動報告について 

(３)令和４年度各部会活動方針について 

(４)その他 

会議資料 

・ 会議次第 

・ 所沢市自立支援協議会委員名簿 

・ 令和３年度各部会活動報告書及び令和４年度各部会活動計

画書 

・ 令和３年度相談支援事業業務委託事業報告書 

・ 障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例チラシ 

担当部課名 

障害福祉課  斉藤課長、井上主査、岩崎主査、山田主査、 

新井主任、宮川主任、森川主事 

こども福祉課 宮武主査 

保健センター健康管理課 小野寺副主幹 

（事務局）福祉部障害福祉課 ０４－２９９８－９１１６ 

発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

 １ 開会 

・課長あいさつ 

事務局（市） ・委員退任・委嘱の報告 

委員 ・新委員あいさつ 

会田委員、勝又委員、梅本委員、長野委員 

 ・会長の選出 



委員・ 

事務局（市） 

・ 委員より会長に梅本氏が推薦され、全会一致で承認され

る。 

会 長 ・ 会長あいさつ 

事務局（市） ・ 配布資料の確認 

・ 会議の手話通訳及び要約筆記通訳実施における発言時の

留意事項について確認 

・ 所沢市自立支援協議会運営要綱の規定により、会議の議事

進行を梅本会長に委任 

会 長 ・傍聴希望者数の確認。（傍聴希望者２名） 

 ２ 議事 

 (１)令和３年度所沢市相談支援事業委託事業所の事業報告に 

ついて 

委 員 

（さぽっと） 

・ 件数は資料のとおり。 

・ 全体の相談件数は昨年度同期に比べて約 350件減少した。

主に電話相談が減少しており、新型コロナウイルスの影響

で一時増加していた電話相談が、徐々に訪問や来所の相談

に変更したことが理由である。 

・ 委託相談件数は昨年度同期に比べて約 70 件減少した。利

用者数について大きな変化はないが、定期的な電話相談の

間隔が空いたことや、電話相談から直接面談を行う機会に

変更したことが理由である。 

・ 専門的知識を要するケースについては、入退院に関わるケ

ースのなかで医療ソーシャルワーカーや訪問看護など医

療との連携の必要性が高いケースが増加した。また、同居

家族の高齢化により、地域包括支援センターなど介護保険

サービスとの連携や成年後見制度の申し立てに向けての

支援を行うケースも増加した。 

【事例報告】 

穏やかな性格で支援上問題はない方。認知症の母と二人で

自宅で生活している。訪問し生活状況を調査した結果、危

険性は高くないが本人と別々に生活をしたほうが安全で

はないかと考えた。しかし、離れてしまうと母が喪失感を

感じてしまい、別の症状が出る恐れがあるため現状を維持

している。地域包括へサービスの認定と成年後見の手続き

を依頼している。本人は居宅介護を利用しており、母と同

じ事業所で支援を行うことで情報の共有を図っている。今

後の課題としては、本人の成年後見の手続きを進めること

と、母の認知が進むなかで自宅での共同生活は難しくなる

ため、引き離して将来の見立てをどう組んでいくのかを考



えていくことである。母親と本人が共に生活出来る場があ

れば望ましいが、見通しが難しい状況である。 

委 員 

（こみゅーと） 

・ 件数は資料のとおり。 

・ 相談件数及び内訳は前年度より微増した。コロナ禍の影響

はあるが、来所や訪問、同行支援、関係機関との会議は増

えてきている。 

・ 自立支援協議会はしごと部会の運営のほか４部会へ継続

して参加し、意見交換を行った。 

【事例報告】 

１．児童相談所に保護されていた子どもが家に戻った後も

学校に通わすことなく、調整した福祉サービスも何かと理

由をつけ利用に至らなかった。子どもを大切にしたいとい

う思いは強く、支援への要望もあるが、キャンセルが続く

など保護者が約束どおりの行動を取ることが難しい状態

である。引き続き情報提供は続けているが、契約には至っ

ていない。 

２．過去に就労経験があり、自宅で自由に生活をしている。

コロナ禍で映画館での飲食不可に納得できず暴れてしま

ったり、コンビニで万引きを繰り返すなどトラブルが絶え

ない。家庭内でも孤立してしまい、同居が難しくなってい

る。現在は、家族と通所施設と協力しながら地域生活を見

守っている。地域のなかで暮らしてほしいという家族の思

いはあるが、現状では難しく、高齢者施設受け入れも厳し

い。認知の疑いもある為、精神科の病院や地域包括と連携

を取りながら、今後の支援を考えていく。 

３．１日に何度も不満を訴える電話がかかってくる。希死

念慮が強く、取り乱すたびに話を聞いて気持ちを落ち着か

せるよう対応している。異物や薬を大量に飲んでしまうこ

ともある。家族との関係もあり、一時避難をしていた事も

あるが現在は精神科の病院に入院している。 

【意見】 

・重度の知的の方を受け入れてくれるグループホームが少な

い。受け入れが出来ても、安心して任せることが出来ない。 

・生活サポート事業、移動支援のニーズが高いが、参入して 

くる事業所が少なく利用しづらい。 

・地域の横のつながりを強固にし、困ったときに助け合える 

 よう、引き続き事業所間の連携を図りたい。 

委 員 

（どんぐり） 

・ 件数は資料のとおり。 

・ 利用者数は大きく変わらず、若干の減少傾向があるが、相

談件数は微増している。 



・ 傾向として、困った時には連絡があるが、継続して関わり

を求められず、解決に繋がりづらいケースが多い。サービ

スに繋げられそうになっても、具体的に決まると直前で引

いてしまうことがある。 

【事例報告】 

通所が続けらず、話し合いの末本人の強い意志で支援を中

断したケース。違法薬物に手を出してしまい、２週間後に

は変わり果てた姿になっていた。関係を破綻させずに、

細々とでも継続することで、ニーズに合わせた関係性を構

築し新しい展開に繋げていきたい。 

委 員 

（基幹相談支

援センター） 

・ 件数は資料のとおり。 

・ 総合的な相談の入り口というところで、毎日１．２件新規

の相談がある。障害がある人の問題が多様化、複雑化して

いることを感じる。 

・ 障害年金や生活保護の申請に関する支援の相談が多く、市

の生活福祉課ケースワーカーなどからの相談が増えてい

る。 

・ 国立リハビリテーションセンターに他県から入所し訓練

を実施する方の計画相談支援の調整依頼が多い。年々件数

が増加しているが、対応出来る相談支援事業所との調整が

つかず難航することがあり、所沢に特化した課題であると

考えている。 

・ 法人の休止や廃止により発生したケースの移行に苦労し

た。法人の継続的な運営の為には、相談支援専門員のサポ

ートを地域で担っていくことが必要不可欠であると感じ

ている。 

・ 地域移行定着件数はそれほど伸びていないが、家庭での擁

護が難しい方のケースが増えている。成人した方向けの施

設は少ないため、難航することも多い。 

・ 虐待件数は大幅に増加した。突発的な家庭内トラブルが多

く、ほとんどが解決済みのものであるが、継続して支援を

行うケースが増えている。 

【事例報告】 

1.高齢の母と身体障害と高次機能障害のある子どもの親

子 

断続的に虐待の通報があり、基幹と包括で担当しているが

別居はお互い考えていない。継続して安否確認を行ってい

るが、終結しない虐待問題である。 

2. 高齢の母と重度の障害のある子どもの親子 

母が倒れたことをきっかけに緊急短期入所を提案したが



家族の強い意向で拒否されたため、自宅での支援体制を無

理やり作った。しかし、ヘルパーに手をあげてしまう事な

どがあり最終的には短期入所に繋げた。嫌がる本人の意思

決定という点で、難しさを感じたケース。今後も関係機関

と連携して支援を継続する。 

 質疑応答・意見交換 

委 員 

 

移動支援について。身体介護の有無によりヘルパー事業所の

受け入れ可否が決まるため、精神障害の方が受け入れ不可と

なった事例があった。昨今の世の状況を踏まえたうえで、こ

の分け方は適切であるのか。また、地域移行、在宅が増える

なかでヘルパーの数が少ないと感じている。課題解決に向け

て検討していることがあれば教えて欲しい。 

事務局（市） 身体介護については個々の状況に応じて支給決定をしてい

る。知的・精神であっても突発的な事由があればつける場合

もある。要件に沿った決定となるが、状況を聞き取ったうえ

で個別に検討していく。 

委 員 

 

 老障介護は喫緊の課題であると考えている。市の方針や視

察について考えを伺いたい。 

事務局（市）  現在視察の予定は無いが、重要な課題であると認識してい 

 る。支援計画策定のなかで課題を洗い出し、柔軟に対応し

ていきたい。 

 休憩 

 (２)令和３年度各部会活動報告について 

(３)令和４年度各部会活動方針について 

委 員 

（さぽっと） 

こども部会令和３年度活動報告 

・ ７、８月には学校関係者を対象に、放課後等デイサービス

事業所の見学会を行った。 

・ １０月以降は事業所の役割や段取りの理解を深めるため、

講義やグループワークを実施した。 

・ 教育と福祉の連携がテーマであるトライアングルプロジ

ェクトにおいて、支援者会議におけるアンケートの依頼を

実施し、２月には３年間の取り組みをまとめた講義を実施

した。 

課題 

・ 学齢期の関係機関とのネットワーク構築・強化を図る。 

・ 子どもの支援に係る教育や福祉の各事業の機能と役割の

理解に向けた取り組みを行う。 

こども部会令和４年度活動計画 

・ テーマは【ライフステージにおいて係る機関や機能の理

解】 



・ 昨年度から増加し、７、８、９月に放課後等デイサービス

事業所見学会を実施予定。 

・ 教育と福祉の連携に向けて、教育関係者の部会出席に向け

た働きかけを行う。 

委 員 

（こみゅーと） 

しごと部会令和３年度活動報告 

・ 昨年度は、「就労移行支援グループ」と「就労継続支援 B

型グループ」の２グループに分かれて活動を行ったが、コ

ロナウイルスの感染拡大の影響で何度か部会が中止とな

った。 

・ 「就労移行支援グループ」では事例検討会を２回実施し、

意見交換の場を設けた。また、ハローワークより求人状況

や利用方法等、就職活動に必要な情報提供を頂いた。 

・ 「就労継続支援 B型グループ」では、こどもと福祉の未来

館１階のガレリアにて小規模販売「ぷらっとまーけっと」

を定期的に開催した。１月には農福連携について認知を広

げる場を設け、取り組みを周知する良い機会となった。 

・ 埼玉県障害者職業センターの菊香氏を講師に招き、職業準

備性をテーマに研修を実施した。就労と定着に向けての準

備を基礎から学び、改めて重要性を認識した。 

課題 

・ 今後の先行きも新型コロナウイルス感染状況次第となる

が、動向を注視しつつ関係機関と協力しながら障害のある

方の「働く」について考えていく。 

しごと部会令和４年度活動計画 

・ 今年度も「就労移行支援グループ」と「就労継続支援 B型

グループ」の２グループに分かれて実施し、各グループに

適した課題について検討していく。 

・ 「就労移行支援グループ」では主に事例検討会を実施し事

業所間の連携を図り、「就労継続支援 B 型グループ」では

製品力の強化と販路の確立を図る。 

・ ぷらっとまーけっとを通して、認知度向上を図りたい。 

委 員 

（所沢どんぐ

り） 

こころ部会令和３年度活動報告 

・ 昨年度のテーマは「精神障害者にも対応した地域包括ケア

システムの構築」であった。委員会でケアシステムの構成

要素について協議し、地域課題については全体会で情報共

有を行った。 

・ 委員、参加者に幅広い分野からの参加が増えたことで、相

談支援専門員の現状や高齢者支援と障害者施策の連携等

について多職種の視点から共有することが出来た。 

課題 



・ 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、限られた時間

のなかで当初の想定ほど各々の構成要素を掘り下げるこ

とが出来たかは次年度への課題である。委員会、全体会の

あり方を検討し、実効性のある協議・開催方法を考えたい。 

こころ部会令和４年度活動計画 

・ 精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム構築に向

け、テーマを絞りつつ協議の場を設ける。 

・ 部会内で、福祉サービスのミスマッチによる利用の停滞に

ついて検討を進めるプロジェクトを発足予定。 

委 員 

（基幹相談支

援センター） 

 

くらし・研修部会令和３年度活動報告 

・ 名称を「くらし部会」から「くらし・研修部会」に変更し

た。従来のくらしについての定例部会に加え、共通する課

題である虐待や権利擁護について、地域で学びを深める研

修委員会を立ち上げた。 

・ グループホームに特化した課題を協議する為、連絡会議を

開催した。 

・ 現場で働く施設の職員の知識を深めるため、福祉サービス

制度の基本について動画配信を行った。 

くらし・研修部会令和４年度活動計画 

・ 定例部会では、引き続き地域課題を抽出し協議をすすめる

とともに、障害別に強みのある委員が様々な障害種別の現

状を知る機会としたい。 

・ 研修、グループホーム連絡会議について、それぞれ２回開

催が出来るようすすめていきたい。 

委 員 

（基幹相談支

援センター） 

 

相談支援部会令和３年度活動報告 

・ 新型コロナウイルスの影響を受け、全員での開催が難しく

相談支援テーマごとに出席者を決めて開催した。 

・ 「おひとりさま事業所相談会」を実施し、相談支援専門員

が 1人で運営していくうえでの悩みや課題を抽出した。 

課題 

・ 特別支援学校の学卒者について、相談支援の中立性を保つ

ため、偏りの無いようバランスよく事業所を活用されるよ

う共に検討していく。 

相談支援部会令和４年度活動計画 

・ おひとりさま事業所については、継続して話が出来る場所

として定期的に機会を確保し、引き続きフォローアップを

行う。 

・ 今年度については、基本的に全員参加で進める予定。 

・ 委託相談の各グループごとの集まりを継続して行い、ケー

スの共有を行いながら地域課題の抽出を図る。 



 質疑応答・意見交換 

委 員 医療的ケア児者の協議の場の実態はどうなっているのか 

また、課題があれば教えて欲しい。 

事務局（市） 

 

協議の場に関しては、明確な会議体ではないが、情報交換

会を年に数回実施している。なお、昨年度は新型コロナウ

イルスの影響で年１回の開催となった。訪問看護ステーシ

ョンや障害児通所支援事業所が揃ってきたことから、相談

支援事業所も含め招いて協議をすすめている。今年度につ

いても、情報交換・収集の場を設ける予定である。 

オブザーバー 医療的ケア児については、現場での支援が進んでいる。協議

体については現在検討中である。市内にどれだけいるのか把

握をしていきたい。課題としては、医療的ケア児が行く場

所・過ごせる場所の確保が必要であると考えている。 

 事務局より連絡事項 

事務局（市） 次回の定例会は１０月頃の開催を予定している。詳細につい

ては決まり次第改めて通知する。 

会 長  本日の議事を終了とする。 

 ３ 閉会 

副会長 副会長あいさつ 

 


